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郵政民営化委員会（第４８回）議事録 

 

日時：平成２０年１１月１０日（月） １０：００ ～ １２：５０ 

場所：永田町合同庁舎３階 郵政民営化委員会会議室 

 

○田中委員長 これより郵政民営化委員会の第48回会合を開催いたします。 

 本日は、委員総数５人全員の御出席をいただいており、定足数を満たしております。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進行したいと思います。 

 議題第１は郵政民営化の進捗状況についてです。 

 本日は社団法人生命保険協会、全国共済農業協同組合連合会、社団法人航空貨物運送協会、

Conference of Asia Pacific Express Carriers（ＣＡＰＥＣ）、在日米国商工会議所及び欧

州ビジネス協会から、郵政民営化の進捗状況に関するご意見を伺います。 

 まず、社団法人生命保険協会、全国共済農業協同組合連合会から伺います。時間の都合上、

大変恐縮ですが５分程度でポイントをご説明いただければと思います。 

 それでは、社団法人生命保険協会から殿岡一般委員長、お願いいたします。 

○殿岡一般委員長 生命保険協会の殿岡でございます。本日はこうした機会を頂戴いたしまし

て、誠にありがとうございます。 

 協会といたしましては、郵政民営化についてはかねてより意見を申し上げておりますけれど

も、重要な視点として２つあると考えております。 

 １つが公正な競争条件の確保であり、もう一つが適切な業務態勢の整備についてでございま

す。本日は、この２点についての生保協会の基本的な考え方をご紹介をさせていただきたいと

思います。この基本スタンスを踏まえて、これまでの３年間の郵政民営化のプロセスについて、

この２つの視点からの協会としての見解と、今後の課題と認識をしている点について意見を申

し上げたいと思います。 

 それでは、まず資料ですけれども、表紙をめくっていただいて、１ページ目でございます。

郵政民営化に関しまして、協会の基本スタンスのうち、第１は今申し上げましたとおり公正な

競争条件の確保が前提とされるべきということでございます。 

 郵政民営化のプロセスの中で、民営化の基本方針におきましては民間とのイコールフッティ

ングの確保が規定をされております。民営化法第２条、基本理念のところですけれども、同種
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の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じることとされております。

こうした規定も踏まえて、生保協会といたしましては、郵政民営化の目的に関しましては、右

側ですけれども、かんぽ事業を自由で公正な民間の生命保険市場に吸収・統合し、活力ある経

済社会を実現し、国民の利益を増大させることと認識をしております。その上で市場競争を歪

めることのないよう、公正な競争条件を確保することが郵政民営化の前提であるべきと考えて

おります。 

 次に、２ページをご覧ください。協会の基本スタンスのうち、第２は生命保険業の健全な発

展のため、また契約者保護と利用者利便の向上を達成するためには、適切な態勢整備が重要で

あるということでございます。生命保険業の健全な発展のためには、適切な業務態勢整備が必

要であり、また適切な態勢整備が行われていなければ、かえって利用者利便を低下させ、お客

様にご迷惑をかけるということが協会の認識であり、また以上の点につきましては、平成18年

12月の所見におきましても、同様の趣旨が述べられております。 

 次は３ページでございます。まず１つ目に申し上げました公正な競争条件の確保についてで

ございますけれども、民営化プロセスの中で、公正な競争条件を確保する目的でこれまでにな

された民間とのイコールフッティングの確保と、新旧契約の分離のために実施をされた措置に

関して、協会としては評価をいたしているところでございます。具体的には、第１に、左側で

すけれども、完全民営化の計画と保険業法の適用を内容とするイコールフッティング確保のた

めの措置でございます。かんぽ生命の納税義務、政府保証の廃止、生命保険契約者保護機構へ

の加入、政府が間接に保有する株式に関する完全売却の計画といった措置でございます。 

 第２に、右側ですけれども、新旧契約の分離のための措置として、新旧契約の区分経理とデ

ィスクロージャーが実施をされました。また、旧契約の顧客情報の利用について、限度額管理

等の旧簡保事業の利用目的を超える場合、例えば郵便局窓口において、旧契約者に対して満期

保険金等の支払、あるいは維持管理手続きを行う際に、併せてかんぽ生命の商品を案内しよう

とする場合などには、事前にお客様の同意を取り付けるといったこと等の、民間事業者として

の適切な措置が実施されたことが挙げられます。生保協会といたしましては、以上の措置も踏

まえた上で、公正な競争条件の確保が民営化を推進する上で、引き続き重要な前提であるとい

うふうに認識をしております。 

 ４ページでございます。協会としては政府が間接的に100％議決権保有を続けている状況の

中では、いまだ信用補完、いわゆる「暗黙の政府保証」というものですけれども、これが生じ

ることによって、健全な競争を阻害し、マーケットを歪めるといった懸念がやはり依然として
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あるという認識でおります。したがって、所見におきましても言及されておりますように、か

んぽ生命及び政府は、引き続き暗黙の政府保証が残存するというパーセプションの解消に向け

た努力を続けていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 

 ５ページでございます。２つ目に挙げました適切な態勢整備でございます。これにつきまし

ては、これまでの郵政民営化委員会の議論や、新規業務の認可の審査の際にも重要視をされて

きたところでございます。２月の郵政民営化委員会の意見の中でも、金融二社においては、業

務遂行能力・業務運営態勢を整備することが必要であること、さらには認可後も新規業務の点

も含め、継続的に監督官庁におかれてはこれらを確認されるべきといったことが指摘をされて

おります。 

 ６ページでございますが、協会としてはこうした基本スタンスのとおり、契約者保護及び利

用者利便の向上を図るためには、適切で十分な態勢整備が重要であると認識をいたしておりま

す。この態勢整備を考えるに当たっては、従来の簡保が「小口・無審査・即時払」といったこ

とを特徴としてきた経緯から、今後かんぽ生命におかれまして、限度額引上げ、さらには第三

分野商品の開発・販売といったことをされる場合には、やはり相応の態勢整備が必要になると

考えております。例えば、引受リスク管理態勢の充実、お客様の視点に立った支払管理態勢の

充実、商品説明能力の向上など、契約時から支払時に至るまで、業務運営態勢の整備・強化、

それからお客様への情報提供の充実が求められます。かんぽ生命におかれましても、態勢整備

の重要性は十分にご認識をいただき、他の生命保険会社と同様に、業務運営態勢の整備・充実

に向けてお取り組みいただくことがお客様の利益の確保、かんぽ生命の信頼性向上、ひいては

生命保険業全体の発展につながると考えております。 

 生命保険協会からの意見は以上でございます。ありがとうございました。 

○田中委員長 どうも、ありがとうございました。 

 続きまして、全国共済農業協同組合連合会から、杉山代表理事専務にお願いいたします。 

○杉山代表理事専務 全共連の杉山でございます。よろしくお願い申し上げます。本日、こう

いう形で意見表明をさせていただきますことに御礼を申し上げたいと思います。 

 我々の資料といたしましては、平成18年10月４日の郵政民営化委員会でのヒアリングの際に、

本会が意見表明をさせていただいた点についての現状認識を中心にまとめておりますので、説

明をさせていただきます。 

 まず１ページ目でございますけれども、これはもうご承知の実績でございます。ＪＡ共済の

実績を右に対比的に載せさせていただきました。その中で２ページの上、参考２というところ
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でございますが、かんぽ生命の実績につきまして、19年９月から今年８月までを載せてござい

ます。態勢の整備に伴いまして、順調にその実績を伸ばしてこられているという認識でござい

ます。 

 それから２ページの下の保険関連の主な新規業務、これもご承知の点を確認の意味で載せさ

せていただいてございます。 

 ３ページに入りまして、現状認識と本会の懸念事項についてであります。先ほど申し上げま

したヒアリングにおいて、意見表明させていただいた内容についてであります。まずかんぽ生

命に係る懸案事項、３点が３ページであります。 

 １点目、「暗黙の政府保証」があると誤解して認識され、信用補完となることについて、現

状認識といたしましては、このような誤解を払拭するため、広報活動等の取組みが実施されて

いるという認識をしております。これにつきましては、引き続き取組みを継続し、適宜、国民

の認識を確認することが必要と考えております。 

 ２点目、公社から膨大な顧客情報を継承し、新会社であるにもかかわらず強大な顧客ネット

ワークを有すること。新会社はこういうスタートをされたわけでございます。これにつきまし

ては法令に基づく承継でありますので、そのことに対して異議を唱えるものではもちろんござ

いません。しかし、現状認識としては、やはり、顧客ネットワークの承継は事業推進に有効で

あった、というふうに認識をしております。 

 ３点目でありますが、旧簡易保険契約の再保険契約について、明確な区分経理と適切な利益

還元がなされていない場合、かんぽ生命が過剰な利益を得ることになるということ、引き続き

この点については重要な事項というふうに判断をしている、この３兆3,000億円という再保険

料収入のことも踏まえて、こういう認識でございます。 

 郵便局会社等に係る懸念事項として、４ページであります。４点目は、郵便局会社、ゆうち

ょ銀行、かんぽ生命が他の保険会社の商品を取り扱う場合において、商品内容や引受限度額な

どがかんぽ生命の取扱範囲外であれば、実質的に、かんぽ生命の事業拡大と同等の効果を持ち

うるということで、公正な競争条件という意味からも、今後も配慮が必要と、我々としては考

えております。 

 ５点目も同様の趣旨になりますが、あまねく全国を網羅することが保証されている郵便局ネ

ットワーク、これが一部事業者のみに利用される場合、郵便局ネットワークを利用できない事

業者にとっては、やはり大きな脅威となるということでございます。現状認識といたしまして、

新契約実績の９割超が郵便局会社によるものでありますから、郵便局ネットワーク利用の効果
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は高いと考えております。 

 最後にまとめでございますが、５ページ、民営化の進捗状況にかかる本会の認識でございま

す。 

 １点目、現在までのところでは、民営化の理念に反するような状況は特段把握していないと

いうのが実態でございます。これは、国民の利益、利便性向上、公正かつ自由な競争促進とい

うその理念に反するような状況は特段把握していないという意味であります。 

 ２点目といたしまして、しかし、懸念事項は依然として残されていると考えております。現

時点では、契約実績等のデータも少ないことから、今後の推移を見極める必要があると考えて

おります。 

 ３点目でありますが、したがいまして、郵政民営化委員会におかれましては、引き続き新規

業務の実施等について、慎重にご審議いただくことを要望いたします。 

 ４点目といたしましては、民営化の目的「国民利便の向上」・「我が国経済の活性化」は、

ＪＡ共済事業の目的「組合員等利用者のための最大の奉仕」にも通ずるものがございます。よ

って、ＪＡ共済といたしましても、民営化の進捗状況を踏まえつつ、より一層の保障充実・サ

ービス向上に尽力する所存でございます。 

 適正な競争条件の中で、お互いが切磋琢磨することによりまして、国民の利益向上につなが

るということは必要であり、大切なことだという認識をしております。 

 ＪＡ共済連としての認識につきましては、以上でございます。 

○田中委員長 どうもありがとうございました。 

 それではお二方の意見表明に関しまして、質疑としたいと思います。 

○冨山委員 今日はコメントいただきまして、ありがとうございました。 

 似たような質問をお二方にお願いしたいんですが、まずは生保協会さんの方なんですけれど

も、ご指摘の点、私もそうなんだろうなと思うんですけれども、特に態勢整備の部分なんです

が、保険の場合、いろいろな意味での過去のデータ蓄積とかトラックレコードがあるので、態

勢整備が極めて大きな意味を持つんだろうなと思っているんですけれども、そういう意味でい

うと、いわゆる民間の側のいろいろな分野をやってこられている生保の各社の皆さんと、多分

いろいろな形のコラボレーションというか、そういう部分がないと現実にはこういった話が進

んでいかないんだろうと思います。一部、もう既にされていますけれども、実際その業界の皆

さんの方から見られて、かんぽ生命とのやりとりとか、そういった議論の開かれ度合いという

んでしょうか、その辺はどんな印象を持たれているのかということを一点伺いたい。それから、
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全共連さんの方ですけれども、似たような話なんですけれども、今度、特にいわゆる比較的過

疎地域とか、大都会を離れてまいりますと、国民目線に立つとおそらく農協さんの窓口が果た

している役割と郵便局の果たしている役割が多分非常にかぶさった公益的な価値を持っている

ような気がするんですが、窓口レベルで実際いろいろなところでコラボレーションをされてい

る場合がございますよね。その辺の連携とか、コラボレーションのやりやすさとか、その辺は

特にこの共済事業が一番、如実に出ると思うんですけれども、この３年間、民営化後、割とむ

しろ前へ進んでいるのか、ちょっと引いてしまっているのか、そういう意味でもし課題があれ

ばコメントをいただきたいんですけれども。 

○殿岡一般委員長 態勢整備という点に関しましては、やはり今後いろいろな新規業務を検討

されていく上で、態勢整備というのは極めて重要であろうと私どもとしては認識をしておりま

す。もちろん、公正な競争条件の確保と並んでの態勢整備ということになるかと思いますけれ

ども。 

 やはり限度額の引上げですとか、あるいは第三分野ですとか、そういったところにかんぽさ

んが今後手がけていかれるというご計画もおありになると聞いておりますけれども、民間の生

命保険会社では、これは協会ベースですけれども、特に第三分野につきましてはモラルリスク

の問題がございますので、そこはデータの交換といったことを行っております。しかるべき態

勢整備、これはもちろんかんぽ生命としても進めていただく必要がございますし、それから仮

にそういったことをもしもされるようなことになれば、協会とのコラボレーション、業界他社

とのコラボレーションは当然やっていくということが望ましいと考えております。 

 特に現在までのところは、協会にもご加入をされて、民間の生命保険会社になられてまだ日

も浅いということで、特段、コラボレーションという形での具体的なものは、あまりいい例で

はないかもしれませんけれども、契約者保護機構にお入りいただいたといったところが、一つ

の象徴的な事例かと思いますけれども、実際に業務を進めていく上でのコラボレーションとい

うのは、まだまだこれからいろいろな形で進めていくことが望ましいのではないかと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○杉山代表理事専務 まず、郵政民営化に伴って、今まで一部の過疎地域等で提携されていた

部分がどうなっているかということは、申し訳ないんですが、その実数を掴んでおりません。

なお、郵便局との連携は、共済事業よりはむしろ、ＪＡの他の事業での連携が主にあったわけ

でありまして、実数については掴んでいないんですが、ただ、趣旨とすれば、我々も共通認識
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を持ちます。 

 持ちますと言いますのは、結局、郵政民営化に伴って、窓口を基本的には減らさない方針と

はいえ、ある程度は集約され、少なくなるわけですね。ＪＡの窓口自体も、今の日本の経済情

勢の中で、支店、支所、小さい窓口を統合して、大支所にしている。したがって、少なくなっ

てきています。ということは、どういうことかというと、日本国内にそういう窓口がカバーし

切れない部分が出てくる。 

 ですから、大きくいえば、ＪＡと郵政、郵便局で日本をカバーしていくということは考えら

れるわけでありまして、そういう視点での提携の検討というのは、国民生活という目線で考え

れば、これから必要になってくるんだろうなというふうに思います。郵政との連携は、そうい

う意味で大事にしていきたいと、これから出てくる検討課題だと思っています。 

 それを詰める意味では、ただ、その中でやはり共済事業、基本的には民間の事業でありまし

て、その中で収益ではありませんけれども、剰余を出して、永続的に事業を運営していくとい

うことは基本でありますので、そことの整合性も含めながら、それは考えていく必要がある。  

 これは郵政も同じだと思いますけれども、民営化になって。そういう認識です。 

○飯泉委員 今の部分に係るところで、１点まず質問をＪＡ共済の皆さんにさせていただいて

から、両方に同じ形での質問をしたいと思います。 

 今、ご説明いただいた５ページのところ、（４）のところに「より一層の保障の充実・サー

ビス向上に尽力する所存である」との説明をお聞きしていますと、単なる共済組合の組合員だ

けに対してということではないような感じもしたんですが、ここのところの意味は、共済組合

員に対してだけということなのか、あるいはこれからもう少し広げるということなのか。 

○杉山代表理事専務 ＪＡ共済はＪＡの一つの事業でありまして、ＪＡの組織自体は基本的に

は農家組合員、この人たちが、組合員としてつくった組織であります。したがいまして、基本

的には組合員が利用するための事業を行っている。 

 しかし、地域においては、今言いましたように店舗が無いところがある。歴史的には戦後で

きた制度でありますが、そういうところに地域の住民の方の利便性ということから、ＪＡがそ

れを一定程度カバーするという意味で、員外利用という制度があります。 

 しかし、農家、組合の組織ということも守りながらカバーする。したがって、組合員の契約

量の２割までは員外利用という形で認められているということです。 

 そういう意味では、地域の方、農家でなくても生産をしていなくても、地域の方がＪＡを利

用する、共済に加入いただく、あるいは貯金を集める。この時に、准組合員という制度があり
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ます。農家ではなくても、その方々が組合員となって利用することができます。したがいまし

て、各地域においては、ＪＡは幅広くその地域の方々の生活を支えている、一定の分野で支え

ている、というふうな現状があると思っています。 

○飯泉委員 そうなってまいりますと、今のお話がありましたように、各地域で、例えばＪＡ

も今は大体都道府県、１農協という方向でどんどん統廃合していっているということで、店舗

も減ってきているんですよと。そうなってくると、やはり地域、どんどんこの郵政民営化の理

念というのは５ページの（４）のところにも書かれたように、やはり国民利利便の向上と、そ

れから経済の活性化と、特にこの我が国経済、これは国全体と、地域経済があるんですけれど

も、その意味では地域経済をＪＡの皆さん、特に全共連の皆さんがやっていただいていますの

で、そうした意味では、顧客満足度ということを考えると、これから例えばかんぽもそうです

けれども、先ほど、若干懸念があるんですよと言われた郵便局ネットワークですが、こうした

ものの相互乗入れというのも是非ともお考えをいただくと、お互いに相互乗り入れ、そして地

域経済と、それからあとは地域の住民、国民ということですけれども、満足度が増すんではな

いだろうかと。我々地方の立場からすると、そういった点は是非コラボレーションを期待した

い。 

 そうした意味で、今後両者にお聞きをしたいのは、確かに懸念の部分もあるのかもしれませ

んが、やはりこれから相互乗入れをし、また新しい商品を相互で強みのところを出していって

いただくと、そういうポジティブに考えていくことができるのかどうかという点について、で

きましたら生保の皆さん、それからＪＡ共済の皆さんにお聞きしたいと思います。 

○殿岡一般委員長 相互乗り入れとおっしゃるのは。 

○飯泉委員 商品開発ということですね。 

○殿岡一般委員長 共同で商品開発をするとか。 

○飯泉委員 そういうことです。お互いの強みを出し合うと。例えばノウハウを皆さんがお持

ちで、資金がかんぽにあるとか、一例ですが。 

○殿岡一般委員長 いろいろな意味でのコラボレーションというものが考えられるかと思いま

す。コラボレーションという言い方が適切かどうかということはあるかと思いますけれども、

例えば民保でも、生保と損保の間ではよくやられていることですけれども、どちらかがどちら

かの代理店契約を結ぶと。生保の会社の営業職員がどこか特定の損保さんの商品を販売をする

といったことは、既に行われておりますし、それから民保同士の中でも一部そういったことは

行われてきております。既に、そういった意味ではかんぽ生命さん、元請の保険会社というこ
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とではなくて、この場合には販売チャネルということになるわけですけれども、代理店として

のかんぽ生命さんに民保が商品を提供して、それを売っていただくといったことは既に始まっ

ているところであります。 

 こういった形での相互乗入れといいますか、コラボレーションといいますか、これは私ども

が最初に申し上げました公正な競争条件の確保ですとか、態勢整備ですとか、そういったこと

と反するものではないし、またそこのプロセスが公正に今保たれておりますので、特段の問題

はないかと思いますし、またそういったことでの協働といいますか、それは引き続き進めてい

くことがやはり望ましいのではないかと考えております。 

○杉山代表理事専務 なかなか難しい問題だと思います。共同開発をして、同じ商品をつくっ

て、それを提供していくということは、一つの商品でその地域をまかなっていこうという、こ

れが一番いい商品だ、ということになります。すると、段々と一つに集約していくということ

になりますね。 

 今、この日本では、自由競争の中で競争する。切磋琢磨することによって、それぞれがいい

商品をどんどん出していく、ニーズに合った商品を出していく。このことが国民生活にとって、

保険・共済という分野で大きく貢献できているというスタンスに立つとすれば、なかなか共同

開発のところは難しい部分はあるなと思います。 

 ただ、今、殿岡一般委員長が言われたように、販売を補うという意味で、自分のところでは

開発し切れない、開発には手間暇、お金もかかりますから、一部そのような商品を提供する、

販売という意味で提携していく。今、郵政、郵便局の方でもやっていますけれども、そういう

形での提携というのはあるわけですね。そのように一部、お互いが補い合うという意味で。今

のところは、そういう段階ではないかなというふうに思っております。 

 我々の懸念材料というのは、先ほど言いましたとおり、競争条件が歪められないよう、郵政

が一部でも有利な状況の中で、自由な、公正な競争が維持あるいは確保されない状況となるの

は、避けていただきたいという趣旨であります。 

○飯泉委員 後段の部分については、前後をひっくり返して当然そういう前提のもとで、そし

て今、両者が言われたように、やはり地域の住民の皆さん、国民の皆さんの利便性を一番高め

ていくという意味で、例えば地方、本当に中山間地域に行くと、生保のそうした商品を知らな

いという人が多いわけですね。そうしたところをお互いがカバーをしていく。相互乗入れをし

ながら、次の段階としてのコラボレーション、せっかくパートナーができたわけですから、も

ちろん競争していくというのもいいことなんですけれども、そうした中で、いいものをやはり
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開発もしていく。そうした点で前向きにお互い考えていただくことが、地域の経済の活性化に

も、また顧客満足度を高めるということにもつながるんではないかと思いますので、そういっ

た方向で是非ともまた一歩、二歩踏み込んでいただきたい。 

○野村委員 一点だけお伺いしたいんですけれども、今、生保さん、あるいはＪＡ共済さんで

も生命共済に関してはかんぽ生命と競争関係にあるということが前提だと思うんですが、他方

で今、ＪＡ共済さんの資料にもありましたけれども、郵便局というのは代理店業務をやってお

られるということですから、ここはみんなで乗り合って、そこを使っていくということができ

ると思うんですけれども、郵便局にとってはかんぽ生命さんは親しい、かねてからの一緒の仲

間ということがありますが、損保商品に関してはフリーですので、非常に柔軟に代理店業務を

営んでいくことはできると思うんですけれども、そのかんぽ生命という兄弟会社を持ちながら、

郵便局が代理店業務をやっていく中で、その扱い商品の選別等の中で、何かイコールフッティ

ングに反するような、いわば競争を歪めるような、そういったようなことは行われていないの

かどうか、あるいは行われる懸念はないのかどうかということについて、一点ちょっとお伺い

できればと思います。 

○殿岡一般委員長 民保といいますか、生命保険業界といたしましては、郵便局ネットワーク

で今販売をいただいている商品、幾つかの種類があるわけですけれども、基本的にはかんぽ生

命さんでは扱っていないものが中心でございます。そういった中でも公募という形を郵便局ネ

ットワークの方はとられて、そういった意味での公正性あるいは透明性といったものを確保さ

れてきていると考えています。 

 これから郵便局さんではお取扱いの商品が今後拡大されていくことになると思いますけれど

も、やはりどういった商品をどのように扱っていくか、どのように決めていくかというところ

の選別といいますか、選ぶ際の透明性、公正性、そういったものについてはやはり確保をして

いっていただきたい。これはやっぱり２万局のネットワークでございますので、非常に大きな

力をお持ちのネットワークということができるかと思いますので、１社ないし、そういうとこ

ろに偏るということではなくて、できるだけ公明、公正で、透明な選別ということをお願いし

ていきたいと考えております。 

○杉山代表理事専務 これは正直言いまして、ＪＡの我々のエリアと郵便局のエリアとはダブ

っているということなんですね。したがいまして、郵便局の方で保険会社さんの商品をどんど

ん扱っていくということは、我々の共済にとっては、はっきり申し上げて脅威です。 

 ただ、先ほど言いましたが、現在まだそのような状態を掴んでいない。まだまだこれからな
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んでしょうが、現在はそれほど実績が挙がっているという実態を掴んでおりませんので、何と

も申し上げられないところなんですが、認識としては先ほど言ったとおりであります。 

 それから、例えばそれがある偏った形での扱いになってくると、それは我々だけではなくて、

他の民間保険会社さんにとっても脅威なんだろうなという、今はそういう懸念をしているとい

うことです。 

○野村委員 一点だけ、ＪＡ共済さんにお伺いしたいんですけれども、ＪＡ共済さんは共済の

理念をお持ちになっておられて、組合員という方を対象にされているわけですが、そのＪＡ共

済の商品を郵便局に取り扱ってもらうということ自体は、特に問題はないですか。つまり、あ

まり農業とかそういうことがよくわからない、あるいは営農活動とかそういうことが全くわか

らないような郵便局職員の方々に、ＪＡ共済の商品を紹介してもらうというようなことに特に

ご懸念はございませんか。 

○杉山代表理事専務 そのこと自体に懸念はないんですが、ただ、今我々農協法の中で、代理

店として扱ってもらえる商品は、自動車共済と自賠責共済と限定をされておりまして、そうい

う中での制約、また、我々の組織の特性という面もあるんですが、我々として郵便局へと取扱

い先を広げられるのかどうかということ、これは課題と認識をしております。段々と農家、農

村の農業従事者、農業者自体が少なくなっていく中で、やはり地域に対する我々のスタンス、

これを少し広げていくというような中で、やっぱり国民生活にとってという視点でのこれから

の課題という認識をしております。 

○野村委員 郵便局の方が、どんどん民間の生保の商品を扱っていて、あまねく日本中で取り

扱う商品が増えてくると、これまでＪＡ共済さんしかなくてその地域ではＪＡ共済の商品を皆

さんがお買いになっておられたという地域にも、一般的なそういう商品が一気に展開されてい

く可能性があるわけですね。そういう時に今の法律の中で、ＪＡ共済さんの外に出せる商品が

限定されているというこの状況は、もしかすると別な法分野ではありますけれども、イコール

フッティングを欠いているという部分もあるのかもしれません。そういう意味ではここは競争

関係を見ていかなければいけませんから、場合によってはご入用であればそういった改正要望

というものも、また我々の耳の届くところにお出しいただければありがたいなというふうに思

います。 

○田中委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日はどうもありがとうございました。 

 続きまして、社団法人航空貨物運送協会から、滝澤理事長にお越しいただいております。郵
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政民営化の進捗状況に関してのご意見を５分程度でご説明いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○滝澤理事長 航空貨物運送協会の滝澤でございます。本日は貴重なお時間を頂戴しまして、

誠にありがとうございます。 

 郵便事業株式会社の国際物流につきまして、意見を申し述べさせていただきたいと存じます。 

 大きく２点ございます。第１点は、郵便事業株式会社の国際物流業務一般でございますけれ

ども、これにつきましては先般、郵便事業株式会社の業務として認められたものでございます。

その際、貴委員会から意見が提出されております。私どもといたしましては、今後、同社によ

る国際物流業務の展開に当たりましては、是非郵政民営化委員会から出されました意見が確実

に遵守されるように、それから私どもとしては大変重要なことと思っておりますのは、民間事

業者とイコールフッティングということでございまして、是非透明性の確保も含めまして、厳

格な監視をお願いしたいと思っております。 

 今回は、民間事業者の出資という形で、国際物流業務へ進出をされるということでございま

すけれども、今後の展開に当たってはいろいろな形態も考えられるかというふうに思っており

ます。郵便事業会社ご自身がおやりになるような場合に、区分経理といいますか、当然そうな

ってくるんだろうと思いますけれども、そうした点も含めまして透明性の確保をお願い申し上

げたいと思っております。 

 それから第２点でございます。ＥＭＳ（国際スピード郵便）につきまして意見を申し述べさ

せていただきたいと存じます。ＥＭＳは現在、郵便事業として行われているわけでございまし

て、本日、国際物流についてお話をするようにということでございますが、私どもの考えでは

ＥＭＳは民間の国際物流業務と全く同一性を有するものだろうと考えております。そういう意

味で、本日の意見の表明に至らせていただいた次第でございます。民間の国際物流事業と完全

に競合しております。郵便事業から除外をしていただく必要があるんではないかなというふう

に考えております。 

 一つ、実態として今申し上げましたように、国際物流事業は完全に競合しているわけでござ

いますが、ＥＭＳというこの国際スピード郵便、速達性ということを狙った業務でございます。

これは高付加価値を追求する特別なサービスというふうに我々は考えておりまして、民間の国

際物流事業と完全に競合し、それからもう一つ大変重要なことは、民間において十分代替が可

能でございます。そういう実態でございます。 

 それからもう一つは、条約上、法令上、実は郵便事業として行わなければならない我が国と



－  － 13

しての義務は全くございません。そうした点から郵政民営化の趣旨を是非貫徹していただきた

いということで、公正な競争の促進による国民の利便性の向上を図るために、速やかに郵便事

業から除外をしていただきたいと考えております。 

 理由を３つほど申し述べさせていただきたいと存じますが、一つはただ今総論で申し上げた

ところでございますが、ＥＭＳは書類、物品用の郵便急送業務ということで、高付加価値を追

求する特別なサービスでございます。それ以外に一般的な信書等についての国際郵便、それか

ら国際小包があるわけでございます。またＥＭＳは民間の国際物流事業と完全に競合し、民間

において十分代替サービスを提供できるという実態にありますので、ユニバーサルサービスと

いうことで郵便事業で行わなければならないということではないんではないかなというふうに

考えております。 

 説明のところも同趣旨でございますが、現在、万国郵便条約におきまして、締約国に提供義

務が課されておりますのは、通常郵便物と20キログラム以下の小包郵便でございます。こうし

た提供義務を課されたものとは基本的な性格を異にするのではないかなというふうに考えてお

ります。 

 それから、当然のことでございますが、郵政民営化の趣旨は、郵政民営化法の目的にも書か

れておりますように、民間にゆだねることが不可能なものだけを郵便事業として行うというこ

とではないかなというふうに思っております。 

 それから次のページでございますが、ＥＭＳに相当するサービスにつきましては、民間の国

際物流事業と完全に競合いたしております。十分な代替サービスを提供する実態にあるという

ところでございます。それからもう一つ重要な点でございますが、国内の小包につきましては、

ご案内のとおりでございますが、既に郵便事業の範囲から除外をされているわけでございます。

ゆうパック等ということになろうかと思います。 

 それから理由の第２でございますが、総論のところで申し上げましたように、条約上あるい

は法令上、ＥＭＳを郵便事業として行うべき明確な根拠はないんではないかなと考えておりま

す。万国郵便条約におきましては先ほど申し上げましたように、提供義務がありますのは通常

郵便物、それから重量20キログラム以下の小包郵便でございます。ＥＭＳは締約国の自主的な

判断により提供できる任意の業務として実施されているに過ぎないと考えております。国際的

にはこの郵便条約上も、あるいは各国の実態上も、ユニバーサルサービスとはとらえられてい

ないんではないかなというふうに考えております。 

 我が国の郵便業務の範囲を定めるべき郵便法におきましても、実はＥＭＳを郵便事業として
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行うとの明確な根拠規定はないと理解をいたしております。説明のところにございますように、

繰り返しになりますが、義務があるものは通常郵便物と重量20キログラムまでの小包郵便であ

る。それから海外主要諸国におきましても、ＥＭＳを郵便事業として行っている例は極めて少

ないのではないかなというふうに考えております。郵便法における規定との関係でございます

が、「注」に総務省さんの審議会の調査研究会のワーキンググループの資料の中でお書きにな

っている表現でございますが、「ユニバーサルサービスの具体的内容については、万国郵便条

約においては、各国の定義に任されている。従って、国際郵便におけるユニバーサルサービス

は、郵便法第１条及び郵便法第11条に規定されていると解することができる。従来より、小包

郵便物及びＥＭＳについては、郵便法第１条に規定された「郵便」の１つとして考えられてい

る。」というような表現をされているところでございまして、法的に郵便事業でなければなら

ないということは、いずれにしましてもないということではないかなと思っております。 

 それから３番目の理由でございますが、これはイコールフッティングになっていないという

ことでございます。民間の国際物流事業等とは、実態として完全に競合している。そういう実

態であるにもかかわらず、郵便事業でございますから、民間よりも圧倒的に有利な条件のもと

で展開をされております。イコールフッティングを確保するという観点からも、是非ＥＭＳを

郵便事業から除外をして、公正な競争を促進し、国民の利便性の向上を図っていただく必要が

あるのではないかと考えております。 

 説明の中では、ＥＭＳは郵便事業でございますから、さまざま優遇措置を受けているという

ことと、そうしたことで民間よりも圧倒的に有利な条件で営まれているということでございま

すが、一つは国内郵便のネットワークを自由にお使いになれるわけでございます。それからも

う一つ、関税納付上の問題がございまして、これは来年２月16日以降も実はほとんどのＥＭＳ

につきまして、引き続き賦課課税方式が適用されるということになろうかと思います。20万円

を超えますと、申告納税方式ということになったわけでございますが、郵便貨物は約１億件ほ

どあるそうでございますが、実は20万円を超える郵便貨物の件数は、その中で５万件にしか過

ぎない。0.05％でございまして、せっかく20万円ということで、それを超えるものは申告納税

方式という措置をおとりいただいたわけですが、ほとんど空振りになってしまっていると、そ

ういうことになろうかというふうに考えております。 

 いずれにしましても、優遇措置を受けられておられるということで、民間としては大変大き

な経営的な圧迫を受けているということでございます。著しく不公平な競争条件のもとで、競

合する物流事業を民間としては展開せざるを得ないという実態にあるわけでございます。 



－  － 15

 「注」のところで、先ほど申し上げました国内の小包につきまして、「民間とのイコールフ

ッティングを確保した上で、民営化後の郵便事業株式会社の自由度を拡大し、また、公正な競

争を更に促進することによって一層のサービス改善等が図られ、国民の利便性が向上する」と

いうことが書かれているところでございます。我々としては国内の小包と同様な措置を、是非

この際、ご決断いただければというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○田中委員長 ありがとうございました。それでは、質疑といたします。 

○冨山委員 まず一つ目の厳格な監視云々という説明のポイントですが、これも全くそのとお

りだというふうに我々も理解しておりますが、具体的な次元で言うと、ＥＭＳと多分その関連

で区分経理のご指摘があったんですが、それ以外のより広くこのイコールフッティングの問題

をとらえた時に、実際、皆様方協会の方で認識されている他に、何か幾つかこういうポイント

が懸念されているということがあれば、あらかじめご指摘いただきたいと思います。 

○滝澤理事長 今回、ヒアリングの機会を頂戴できるということで、全体的な郵政民営化との

関連での議論をいたしましたが、特に今回申し上げた点以上のものは出てまいりませんでした。

ここに書かれたことでございます。 

○冨山委員 他にまだこれはという、特に気になっている、特に懸念といったようなものは今

のところはございませんか。 

○滝澤理事長 国際物流業務については先般スタートされたというところでございますので、

これから是非ご監視いただく中で、本来、国際物流業務を認められた趣旨を貫徹していただけ

ればと、そんなふうに考えているところでございます。 

○冨山委員 ＥＭＳに関してなんですが、実際に末端のＥＭＳを利用する国民目線に立った時

に、それこそ先ほど郵便局のネットワークの広さとか深さとかという話がございましたが、普

通の一般的な国際航空貨物便を使う場合と、ＥＭＳを郵便局で使う場合と、その実際の国民の

それこそ中山間部も含めたようなカバレッジというのは、そんなにもう差がなくなっていると

いうふうに理解してよろしいんですか。 

○滝澤理事長 郵便事業会社の全体のＥＭＳの取扱件数は年間で1,000万件くらいではないか

なというふうに理解をいたしております。民間の方はどのくらいかといいますと、ちょっとな

かなか正確なデータがございませんので、正確には把握ができておりませんが、3,500万件か

ら4,000万件というようなことではないかなと。そういたしますと、おそらくＥＭＳのウエー

トといいますのは20％前後というようなことではないかなと思います。そういう意味で、かな
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り大きな割合は民間の国際宅配便事業において受け持っているということだというふうに考え

ておりますので、全国津々浦々のお客様に対して、国際宅配便のサービスを提供することは十

分可能なものというふうに考えているところでございます。 

○冨山委員 これは実際、現状でかなりの過疎地でも使えますよという感じですか。 

○滝澤理事長 これはいろいろな形態がございまして、例えば外資系の宅配便業者さんも、国

内の宅配便業者と提携するとか、いろいろな形の業務提携関係を行っておられるところで、も

ちろん国内の宅配便会社が全国津々浦々にネットワークを張り巡らせていることはご案内のと

おりでございます。 

○飯泉委員 やはりこのＥＭＳの関係なんですけれども、確かにこの資料の２枚目の「Ⅱ」の

ところに書いてある、高付加価値を追求する特別なサービスで、ユニバーサルサービスという

ものでは決してないんだということが書かれているわけですが、今お話があったように、例え

ば国内郵便というか、国内の話も郵便という垣根がなくなって、お互いが相互乗入れをしてい

ると。また逆に言うと、宅配業者が郵便事業会社に再委託をして、例えば中山間地域、離島と

いうものをカバーする。国民から見ると、全部が民間業者がやっているように見えるんですけ

れども、そこは相互乗入れを現にしているわけですよね。 

 そういうことを考えてくると、ここにもまさにお書きになったように、やはり国民全体の利

便性というものを考えると、民間も非常に中も外も充実をしてきたということであれば、やは

りどこからでも、例えば東京であろうと、あるいはどこかの離島であろうと、今はもう完全に

情報ネットワーク社会、ユビキタス社会になっているもんですから、実態としてそういう離島

にいながらにして、海外といろいろな取引をするようなことはどんどん進んでいるんですね。

国内も相互乗入れをしているということであれば、国際的な点についてもそういうところから

相互乗入れをしていくという形で、お互いが切磋琢磨をして、確かにそこにも書かれているイ

コールフッティングというのは前提となるわけですけれども、そうした点を広げていっていた

だくことが、逆に国民全体の利便性、確かにユニバーサルサービスとは言っていないんだけれ

ども、国際的に見た場合、あるいは国民全体の経済活動を見た場合には、やはりユニバーサル

サービス的にこちらをやっていく。ただ、これはもちろん民間事業者の皆さんにとってもメリ

ットのある話だと思いますので、民営化をした機会に、お互いの強みを生かしていくというこ

と、そしてその目的の延長線上には国民の利便性というものをどんどん高めるんだと。それで

地域経済の活性化を図るんだといった点で一歩、二歩踏み出していただきたいなとこのように

思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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○滝澤理事長 国際物流の形態というのは、大変大きく変わってきているということだろうと

思います。ヨーロッパではご案内のとおりでございますが、郵便事業者がポストという形では

なくて、民間の物流会社がこうした国際宅配についても受け持っている。実は郵便事業という

ものと、純粋な民間事業というものが対等な立場で競争していくということはなかなか難しい

んではないか。やはり同じ立場に立って公正な競争を促進をしていく。ですから、郵便事業と

してどうしてもやっていかなければならないものであれば、郵便事業としてやっていく。それ

がユニバーサルサービスという、山間地でもしっかりとサービスをやっていかなければいけな

いものは郵便事業としてやっていくことになるんだろうと思います。しかし、ＥＭＳは郵便事

業としてやらなければサービスが提供できないというような実態ではないわけでございますか

ら、そういたしますと、やはり国際物流の一環として、今、国際的なうねりとなって起こって

いるような、そういう世界的な物流事業の革新的な流れの中で競争していくべきではないかと

考えます。我が国でも、民間事業者と、それから郵便事業会社さんも、ゆうパックのような形

になるかもしれませんが、公正な競争を行っていくべきだというのが私どもの考えでございま

す。 

 対等な立場で、是非活力ある国際物流の競争というものをしっかりと、マーケットにおいて

展開をしていくということが必要であるだろう。狭い範囲で郵便事業会社も郵便事業という枠

の中に、殻の中に閉じこもっていくということでは、なかなか今国際的な厳しい国際物流戦争

の中で生き残っていくということは難しいと思いますし、我が国としてもそういうチャンスを

なくしてしまうんではないかなというふうに今考えております。 

○辻山委員 イコールフッティングというのは非常に重要で、今回、20万円超のものについて

は、付加課税方式から申告納税方式の適用になることは、一歩前進したのではないですか。 

○滝澤理事長 先ほど申しましたように、20万円超のものはもうほとんどもうないに等しいと

いうことです。 

○辻山委員 ただ、前と比べますと一歩前進ということで、そのことによって、例えば今回20

万円超が申告納税方式になることによって、その部分については解消される。特にイコールフ

ッティングとのかかわりで、重大な問題があるのは関税の部分ですか。 

○滝澤理事長 先ほど申し上げましたように、関税の部分とそれからネットワークの利用の問

題がございます。現在郵便事業でございますから、郵便のネットワークのコストがどういう形

で負担されているのか全くわからずにおやりになっている。しかし、実態としては民間事業者

が営々と築いてきた民間のこの事業との関係の中で、ちょっとこれはイコールフッティングと
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は言えないんではないかなというふうに考えております。やはりそこは郵便ネットワークをお

使いになるなら、しっかりとしたコストがこのＥＭＳに反映できるような仕組みをやっぱりつ

くっていきませんと、私どもはそう今まで主張してきたんですが、なかなか郵便事業であるか

らは難しい、できないんだということを今までの議論の中では、総務省さんからもお伺いをし

ているところでございますので、やはりそこは同じ民間の物流事業と同じ立場に立ってスター

トしていただかないと、なかなかできないんではないかなというふうに考えています。 

 あとはご案内のとおり、税金の問題ですとか、いろいろ細かいことを挙げますとたくさんご

ざいますが、通関手続については、輸出入申告手続以外のところでも残っておりまして、例え

ば積荷情報が郵便の場合には全く実は税関当局に入ってこないわけで、民間の方は細かく事前

にどういう積荷が来るかということは、全部報告しなければならない義務がございます。今ま

で郵便ということでの大変大きな優遇措置がされているということは間違いがないというふう

に考えております。 

○辻山委員 今、20万円超ということだと、ほとんど１億分の５万というようなご指摘あった

と思いますけれども、ＥＭＳで金額的にはどこが一番件数的に多いんでしょうか。 

○滝澤理事長 ちょっとそこは統計は手元にございません。申し訳ありません。 

 郵便貨物全体で１億件のうち５万件というふうに申し上げているわけです。実はＥＭＳだけ

の数字はございませんので、全体のもので申し上げて、お許しをいただきたいと思います。 

○野村委員 １点だけよろしいですか。先ほどから出ています山間地域とか離島とか、そうい

うところから国際貨物航空郵便を出す時というのは、一旦どこかの空港に荷物を集約するとい

うプロセスになるんでしょうか。 

○滝澤理事長 これはご案内のとおり、国際航空便というのはほとんどが成田であったり、あ

るいは関空であったり、あるいは最近中部もそうですけれども、地域によって例えば国際便で、

最近地方も国際化されてきましたので、うまく便があったりとかいうふうなことがあれば別で

ございますけれども、やはり多くのものは今申し上げましたような日本のいわゆる大きな国際

空港から出ていくケースが多いというふうに考えています。 

○野村委員 よく諸外国で言われますのは、ユニバーサルサービスというものをむしろ義務付

けられているがゆえに、高コストな輸送をやらなければいけない。それに対してユニバーサル

サービスの義務を課されていない人たちは、おいしいところだけ商売をやっていて、むしろ競

争をする上では、この義務を課されることを撤去してほしいというふうに、むしろ郵便事業会

社さんの方が主張されることが多いわけです。その背後にはやはり国内あまねくこのサービス
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を展開するということにかかる相当程度のコストというものが存在しているがゆえに、それと

の見合いの中で優遇措置が行われているというロジックだと思うわけです。そういう状況があ

るんだとした場合、完全に競争した場合は、通常採算が合わないところはどんどんサービスが

無くなっていくというそういう結論になるわけなんですが、完全自由化した場合でも、皆様方

は離島や山間地域の方に運ぶことにビジネスチャンスを見出しておられるんでしょうか。 

○滝澤理事長 先ほど申し上げましたように、国際宅配便につきましても国内のやはり宅配サ

ービスのネットワークというものを使うというケースが多いんではないかなというふうに考え

ておりますので、そういう意味でもちろん郵便事業会社もネットワークを持っていらっしゃい

ますが、国内の民間の宅配会社のネットワークというものも、これは全国津々浦々まで張り巡

らされているわけでございますので。特にどの地域ということではありませんが、いずれにし

ましても現在、国内の宅配ネットワークは既にありますので、そういうものを活用するという

ことかと思います。 

○野村委員 すみません、１点だけ。その時は値段が高くなるということはあり得ないですか。

つまり、空港までの輸送は別途、国内の宅配便を利用して、そこから一般的な国際郵便貨物に

つなぐというような、いわば複合運送みたいな形でコストが上がってしまって、全国津々浦々、

同じ料金で引き受けるというようなサービスを展開することは不可能にはなりませんか。 

○滝澤理事長 これは民間の市場の中で、対価が決まってくるということだと思いますので、

これは実際に民間、例えば郵便事業会社が民間事業としてやった時に、どういう価格戦略で行

くのか、民間事業者がどういう価格戦略で行くのかということによって変わってくるかなと思

います。そういう意味で、ある程度やはり民間事業として行う以上は、ある程度それはコスト

のかかるところでは、それ以外の地域よりも対価も高いとかいうことは当然出てくるというこ

とであろうと思います。これは国内でも同じことではないかと思います。 

○野村委員 ちょっと頭の整理なんですけれども、要するにユニバーサルサービスという義務

を課して、全国あまねく同じ価格で同じサービスを展開するということで、マイナスになって

いる分が、別途他のところで優遇措置になっているというのが一般的理解だと思うんですね。

それをそこの優遇措置だけ外して、全部競争しましょうということになれば、当然、逆にユニ

バーサルサービスで便益を受けている人たちのところに、ややしわ寄せが行くというのは論理

必然的な感じがするわけなんです。そこでもやっぱりかなり低コストでやれる何かすごいビジ

ネスチャンスを、皆さん方がそこに見出していただいているのであれば、それは何か安心感は

あるんですけれども、そうではなければちょっとやや不安感があるんです。 
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○滝澤理事長 こういう国際物流事業がどういう形で発展していくかということを考えた時に、

やはりそれは自由競争の中で、市場経済の中で、お互いに切磋琢磨しながら厳しい競争をして、

その中でコストを削減していくということで達成ができるのかなというふうに考えております。

全部郵便事業会社の優遇措置との関連だけで考えますと、それでは現在民営化されていたもの

も全部郵便事業でやっていった方がよかったのかなということになろうかなという結論になる

と思います。 

 いずれにしましても、やはり民間とのイコールフッティングの中で、全体として競争を活発

化させて、そのことによって国民に対するサービスも向上していくということなのではないか

なと、そんなふうに考えております。 

○冨山委員 ちょっと関連して、今のお話には全く異論はないんですが、ひょっとして私が不

勉強で知らないのかもしれないんですが、例えば本当の過疎地になりますと、コンビニもなけ

れば何もないところがありますよね。もう郵便局しかございませんというところを、最近見に

行ったりするんですが、そういうところに住んでおられる方が、例えば民間の国際物流で何か

荷物を送りたいと思ったら、どうするんですか。電話かけて呼ぶとか。 

○滝澤理事長 そういうことになるんだと思いますが。 

○冨山委員 それはそれこそ先ほどの業者からすると、大変効率が悪いんですよね。大体そう

いうところは、集配ネットワークを持っていないですよね。要は限界集落でちょっとしか人が

住んでいなくて、ほとんど物流のトラフィックがないはずなので、そこはやっぱりすごくコス

ト高のことをわかってやらないと、現実にはカバーできないんではないかと。例えば民間のピ

ュアにビジネスをやる立場で言うと、ちょっと申し訳ないけれども、ここはごめんなさいって

いうことになるような気がするんですけれども。 

○滝澤理事長 今、おっしゃられたことは、国内のゆうパックについても同じ議論が成立する

ということになるのかと思うんですね。ですから、ゆうパックについてはもう少し国際ＥＭＳ

よりもウエートが低いかもしれませんけれども、圧倒的に民間において稠密なネットワークを

張り巡らせる中で、国民に対するサービスを十分達成ができるという考え方のもとで、現在の

形になっているのだろうと思います。その点は、ＥＭＳについても全く同じことが言えるんで

はないかなと。 

○冨山委員 あえて議論をしたんですが、結局、この手の話というのは経済性と密度が効いて

くる話なので、おそらく国内のゆうパックベースでは、国内宅配便の物流密度と、多分国際の

物流密度というのはやっぱり国際の密度が低いですよね。そうすると、国内の中でのそういう
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トラフィック、密度、結構中山間地はそれなりにあるので維持しましょうというモチベーショ

ンが、おそらく郵便局の側にも働くような気がするんですが、例えば国際のユニバーサルサー

ビスを全く外した時に、普通は相当密度が薄いはずなので、そのためにサービスを維持するの

は、経済的な合理性が働くのかなというところ、ちょっと不安なんですけれども。 

○飯泉委員 私が先ほど申し上げた国内の郵便なんかについても同じことが言えるんですよね。

結局、離島とか中山間地域はコストが合わない。では郵便事業会社に任せて、あなたはユニバ

ーサルサービスだからこれを出しなさいと。結局これはただ国内だからまだ成り立つ部分があ

るのと、ユニバーサルサービスだから担保されている。ところが国際になると今まさに冨山委

員長代理が言われるように、より密度が薄くなる。そうなってきた場合にはまた同じことが言

える。外されると結局切りっ放しになってしまうということになるので、これはもう野村委員

の言われたとおりなんですよね。 

 それともう一つ、私が申し上げたのは、仮にそうなった場合に２つの問題があって、一つは

国民の利便性とは全く逆で、簡易郵便局がどんどん廃止されてもっとひどい状況になるという

ことと、中山間地域にあって、今は日本もユビキタス社会になったものですから、ネットを使

ってどんどん国際社会にそうしたものを使っていくというのが増えているんです。でも実際に

は物を輸送しなければいけませんので、そうなった場合に、中山間地域は今度は逆にビジネス

チャンスを失うことになるんですね。それが今回、ＥＭＳから外すということについては、非

常に大きな問題。そこを私は前提として、国内の例えとして申し上げました。それは野村委員

が一番鋭くおっしゃってくれたんですけれども、そこを一番危惧をしております。 

○滝澤理事長 おっしゃられるような山間地域において、これは郵便事業会社さんもサービス

としてはおそらくは、継続されるというような状態が出てくるんではないかなと思います。確

かにその山間地の問題もありますけれども、それは民間事業との活力ある市場競争というもの

をどのように日本の物流全体として、これからコストの低い業者にとって安くていいサービス

をどのように実現していくかということを、やはり我々としては考えていくべきかなというふ

うに思っておりまして、そうした意味で現在の仕組みは是非変えていただきたいというふうに

考えております。 

○田中委員長 よろしいでしょうか。 

では、本日はどうもありがとうございました。 

 続きまして、ＣＡＰＥＣから郵政民営化の進捗状況に関するご意見を伺います。本日は、ギ

ュンター・ツォーン ＣＡＰＥＣ ＪＡＰＡＮ会長にお越しいただきました。それでは、５分
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程度でご説明いただければと思います。 

○ギュンター・ツォーン会長 田中委員長並びに郵政民営化の委員の皆様方、おはようござい

ます。私は、ギュンター・ツォーンと申します。ＣＡＰＥＣのチェアマンを務めているととも

に、ＤＨＬ ＪＡＰＡＮの代表でございます。 

 私どもConference of Asia Pacific Express Carriers（ＣＡＰＥＣ） は、特に国際エクス

プレスデリバリー事業に関連して、郵政民営化プロセスに関する私どもの懸念を表明する機会

をいただきましたことに感謝いたします。 

 エクスプレスメールサービス、いわゆるＥＭＳに関して、ＣＡＰＥＣは以下のような懸念を

今までも繰り返しお伝えしてまいりましたが、この対等な競争状況を実現するまで、状況が改

善されるには至っておりません。まず第１に、ＥＭＳはユニバーサルサービスとみなすもので

はなく、実際にいろいろな多くの事実を見れば、これは民間と競合するサービスであることが

示されております。例えば、ＥＭＳは日本におけます国際エクスプレスデリバリーサービスの

分野では、20％に近いマーケットシェアを享受しています。加えてその速度、あるいはまた目

的国の数、あるいはまたトラッキングのような追加サービスなどといったサービスパフォーマ

ンスのレベルでも類似したものであります。 

 ＥＭＳは単に個人客を対象としたものではありません。日増しに法人顧客も対象となってお

り、これは民間部門のエクスプレス事業者がターゲットとしているものと同じです。そして、

新聞広告などＥＭＳの販売促進を見ますと、明らかにＥＭＳのターゲット市場は法人顧客とな

っています。ＥＭＳはユニバーサルサービスの領域のものではありません。民間事業者と直接

競合するものです。 

 第２に、民間事業者と競合するサービスであるからには、このＥＭＳに対しては通関手続き、

検疫規則、保税運送届出、そして保安要件等に関し、同じ規制要件並びに手続きが課されるべ

きであります。 

 この機会を拝借いたしまして、最近財務省が日本郵政に対し、保税運送届出を免除する旨、

税関長が許可する場合は保税運送届出を免除する旨、最近政令として出しているということを

指摘したいと思います。この新たな措置は、ジャパンポストと民間部門との間の異なった慣行

をさらに増幅させる新しい措置です。 

 第３点は財務報告に関する点です。ＥＭＳの損益計算書並びに貸借対照表は、ゆうパックの

財務報告がユニバーサルサービスの範疇から分離されていると同様、ユニバーサルサービスの

財務諸表から分離されるべきものであります。そして、そうすることによって、一般大衆が資
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金等の意味でこの競合する事業分野のために、ユニバーサルサービスの資金が使われていない

かどうか、つまりアームスレングスの価格が適切に設定されているか否かをチェックできるよ

うにするべきであります。 

 ＥＭＳは、民間事業、民間部門と競合するわけですから、公正取引委員会ないしはその他の

何らかの独立した組織によって公の場で適切にＥＭＳの価格設定がチェックできるようにする

べきであります。ＥＭＳが部分的には通常の航空小包より安く設定されているということ、こ

の点はＪＰの料金表からも確認できますが、このことはＥＭＳの財務報告の透明性の必要性を

強く示唆しています。 

 また、ＪＰサンキュウグローバルロジスティクス株式会社に関連し、私どもは昨年５月、郵

政民営化委員会が総務省に対し、ジャパンポストとのこの合弁事業の間のアームスレングス取

引を要請し、また取引を評価するに足る十分な情報を提供するように要請されたことを高く評

価いたします。ＣＡＰＥＣといたしましては、この勧告がジャパンポストサービスにおいて、

適切に実施されることを要請いたしたく思います。 

 ＣＡＰＥＣといたしましては、日本国政府並びにＪＰＳが民間部門ができることは、民間部

門にゆだねるという郵政民営化の精神にのっとって行動されることを希望いたします。ＥＭＳ

に有利な特別の規則は、市場における公正な競争を歪曲しており、このことは日本経済にとっ

て健全なことではないと考えます。郵政民営化委員会におかれましては、民営化３年後の見直

し作業の中で、これらの諸点をご検討くださるようにお願いいたします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○田中委員長 どうもありがとうございました。それでは質疑としたいと思います。 

○冨山委員 今日はありがとうございました。お話の中の３点目、４点目は前回大分ホットな

議論をした記憶があるんですが、ここは確かにフェアコスティング、フェアアカウンティング

というのは極めて重要で、多分、基本的には我々も同じような認識を持っているのかなと思っ

ています。 

 前回、ある意味では余りかみ合わなかったのはＥＭＳのところかなと思うんですが、おそら

く、これは先ほども実は同じような議論があったので、また各委員から質問があると思うんで

すけれども、このユニバーサルサービスの問題に関して、この委員会で考えなくてはいけない

のは、ここで確かに指摘されているのは、都市部あるいは集積度の高い地域における法人顧客

の問題とかというのは、ここに指摘されているようなことなのかなと思いますが、一方で、日

本というのは極めて人口がスポラディックに住んでいる国でございまして、例えば離島である
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とか、極めて交通の便の悪い山間部とかに非常に多くの人がまだ住んでいる国です。要は物流

業にしてみると極めて効率が悪い、密度の経済性が効かない、かつ持って行くのにものすごく

交通の便でもコストがかかるような地域に人が住んでいるわけで、問題はそのユニバーサルサ

ービスから外した時に、そういったところに住んでおられる方に対して、今回の郵政民営化と

いうのは、国民の利便性というのは非常に大きな理念の一つになっておりますので、要は従来

と同じような水準の国際宅配便サービスというものをそういったところに住んでおられる方々

に果たして担保できるんだろうかというところは、おそらく非常にファンダメンタルな、かつ

重要なイシューになってくると思うんですが、その辺はどのようなお考えを持っていらっしゃ

るのか。ちょっと付け加えますと、そういった地域というのはもう既にコンビニエンスストア

もなければ、要は地域の拠点が郵便局しかないようなところが相当数あるということでありま

す。 

○ギュンター・ツォーン会長 大変よいご質問をいただき、歓迎したいと思っております。な

ぜならば、今ご指摘いただきましたこと、これはまさに私どもがやっていることであり、日々

実際に私ども、例えば長野県の山間地等へも実際の運送を行っているところです。当然、コス

トというのは、その場合、東京の町中などと比べて、そういった遠隔地の方が高くつくもので

す。しかし、私どもとしてはすべての地域の様々な異なったコストというものを合わせて計算

した上で、料金を計算しなければいけないと思っておりますし、このことはすべての事業者に

も当てはまることだろうと思っています。そして、特定の国にサービスを提供するに当たり、

私どもとしてはこの国際エクスプレスサービスの面で不利になってはいけないと考えておりま

す。 

 私どもは日本におきまして、自前のインフラを整備し、サービスセンターを設けておりまし

て、それを通して全国津々浦々、サービスを提供しております。コンビニエンスストア、ある

いはその他そういった荷物を受け付けるところ、ドロップオフポイントといいますが、そうい

ったところに頼ることなくやっているということを誇りに思っております。 

○飯泉委員 今の部分なんですが、長野の話がありましたが、日本の場合にはもちろん長野は

東京からも近いですし、新幹線が走っているわけです。そうでない地域が多々あるわけで、ユ

ニバーサルサービスということで、そうしたものがスムーズに、そして料金的にほとんど格差

がない形で世界各地に輸送されていると。 

 また、これからは日本全体、情報通信技術が非常に発達をしてきておりますので、そうした

離島、中山間地域において、まさにそうした情報通信技術を活用したビジネスチャンスがどん
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どん拡大をしつつあります。そうなった場合に、その料金が今よりもかなり高くなってしまう。

サービスはあっても、価格は非常に高くなってしまうということであれば、結果として国民の

利便性を阻害するということになる。我々はそこを一番危惧をしているところでありまして、

そうした点について、いろいろなネットワークをお持ちになり、しかもそういうところにサー

ビスを提供していることを誇りに思っておると言われる点については、非常に多とするところ

でありますが、やはり一番我々の危惧であるこのサービスにはもちろん価格の変動ということ

もあるわけでして、こうした点についてどのくらいの決意があるのか、これをお聞きをしない

と、なかなかそうですかということにはいかないのではないだろうかと、そうした危惧を持っ

ていますが、いかがでしょうか。 

○ギュンター・ツォーン会長 ご指摘の点はわかります。一例を申し上げてお答えするのが適

切ではないかと思いますが、私どものお客様である大企業、例えばその本社が大阪にあって、

工場は北陸であるとか、札幌ではないにしても、どこか遠隔地に存在するというような事例が

多々あります。そういった方々のお客様に対して、東京、大阪の場合よりも、北陸については

高く料金をお願いするということはできません。お客様としては御社のサービスに支払うんだ

と、一定の額を支払うんだと。その後、どう対応するのかはお宅の問題でしょうということに

なろうかと思います。 

 そのような形で、サプライヤーの皆様、利用されるお客様から我々に対しては、いろいろと

圧力がかかるわけです。ですから、確かに時と場合によっては追加料金をお願いするというケ

ースもあろうかと思いますが、しかし、基本的にはそのような追加料金をお願いするというこ

とはできないわけです。 

 加えて、ＥＭＳについての問題があると考えております。ＥＭＳサービスというのは非常に

時間が重要な要素であるサービスであり、また重いパッケージを扱うもので、しかも外国に仕

向けられるものとして知識も必要とされるものであります。そういった意味ではこれは小規模

の遠いところにある、例えば新潟にあるようなセブンイレブンといったようなコンビニエンス

ストアを通して扱われるサービスではありませんし、専門化した郵便局等を通して扱われるも

のです。その関連で、冒頭申し上げましたコメントに戻りますけれども、ＥＭＳの価格、これ

は通常の郵便小包よりも安い料金設定になっているということで、そのこと自体、筋に合わな

い話であろうとは考えています。つまり、透明性が欠如していると考えております。 

 このこと、つまりＥＭＳが通常の小包より安く設定されているということは、これはいわば

消費者が犠牲になるような形で、通常の小包料金が高く設定され過ぎているのか、あるいはＥ
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ＭＳ料金がコストを下回って設定されている。つまりいわゆるダンピングということのいずれ

かではなかろうかと考えられます。実情がどういうことかは私どもは知りませんけれども、し

かし、私どもとしては是非郵政民営化委員会が透明性を確保されることを希望いたします。 

 それから、最後の点、私どもがどうやって確実に全国にサービスを提供するのみならず、顧

客にとっては好ましいコストレベルでサービスを提供するようにしていくのかという類のご質

問をいただいたと思いますが、民間部門の最大の強味の一つが、市場占有率、マーケットシェ

アをめぐってしのぎを削るということであろうと考えています。つまり、そのマーケットシェ

アを確保するための最大の方法は、よい質、よい価格を提供するということです。つまり、

我々民間のエクスプレス事業者にとっては、最善の価格で提供していくという圧力が自動的に

かかっていると思います。 

○辻山委員 この問題、やはり国民の利便性の向上の問題と、公正な競争という問題との関係

でいうと、その間にトレードオフがもしかしたらあるのかもしれないというふうに思うんです

けれども、先ほどの例ですと消費者の方に価格交渉力がある場合の例を出されたんですね。今、

問題になっているのは、そういった消費者の側、顧客の側に価格交渉力がないというところが

問題になると思うんですけれども、そこで先ほどからお話を伺っていて、問題は、顧客側に価

格交渉力のある法人顧客も、このユニバーサルサービスに含めるべきかどうかというところが、

一つの問題になるのかなというふうに思っています。そういう面で見ますと、今回、20万円を

超えるところがとりあえず一歩前進というか、関税のところがイコールになったということな

んですけれども、先ほど来、20万円超のところでは問題にならない、取引全体のボリュームの

中では小さいんだというご指摘が一方ではあったんですけれども、法人顧客だけを切り取った

場合、この20万円というラインはどういう意味を持つのでしょうか。法人だけでみてもほとん

ど意味がないのか。一般の個人消費者、個人の利用者のところは数が非常に多くて、そこは小

口なのか、法人だけをとっても20万円超だとほとんどネグリジブルなボリュームなのか、そこ

の辺、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○ギュンター・ツォーン会長 正確にお答えできるかわかりませんけれども、エクスプレス事

業者全体として異常に、例えば書類といったような類のものの運送も多いわけです。そういっ

たものは、例えば貨幣的価値から言えば低いものかもしれません。20万円よりも安いものかも

しれませんけれども、しかし重要度は高いものでありましょう。ですから、20万超か20万以下

かといったような敷居というのは、余り意味がないと思うんです。企業が利用するＥＭＳにつ

いても、同じようなことが言えるんではないかと思います。 
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 個人利用客と、それから法人顧客を区別するということも、これまた難しいものがあります。

私どもの場合にも非常に多くの一般個人顧客が存在いたします。その個人対法人の比率という

のは明らかではありませんけれども、米国の友人に何かを送るといったような個人利用者の数

も非常に多ございます。ですから、個人と法人ということでの区別は難しいものとは考えてい

ます。同様に、ＥＭＳの場合にも、個人、法人で区別をするべきものではないと考えておりま

す。一つにはその境界線ということも非常に判定しにくいということがあります。それから金

額的な意味での敷居を設定するということも適切ではないと思います。 

 それからこれは以前にも申し上げたことではありますけれども、低価格、つまりＥＭＳの価

格というのは、通常小包の料金よりもさらに安く設定されているということであり、このこと

は通常のといいましょうか、平均的な日本の郵便利用者がＥＭＳに対して補助をしているとい

うことになるわけで、大方の日本の方々に対して、これは公平なことではないと考えます。 

○野村委員 同じことの繰り返しで恐縮なんですけれども、日本の中にはいわゆる離れたとこ

ろの小島というんでしょうか、離島といっていますけれども、そこに行くまでの間にはまず近

くの港まで物を運んで、そこからフェリーなり何なりで物を運び、さらに島に着いてからもそ

の家に着くまでの間に１時間なり２時間なりトラックで運ばなければ物は届かないという地域

に住んでいる方がいるわけなんですが、この方々も今は郵便についてはユニバーサルサービス

という形で、必ず毎日それが届くような形にはなっているわけです。それにかかるコストは、

全国民がそのコスト分をみんなで負担し合っているというような形になっているわけなんです

が、こういうような方でもＥＭＳをお使いになられたいといった場合、今は使うことができる

わけなんですが、こういう方々に対しても引き続き自由化をもしお求めになられた後、そうい

う方へも同じ料金で比較的安い廉価な価格で、その国際物流のサービスを提供していかれる可

能性があるのか、それともそういう方々はＥＭＳは利用する必要ないというふうにお考えにな

っておられるのか、どちらかかを教えていただければというふうに思います。 

○ギュンター・ツォーン会長 沖縄を例としてとるのであれば、答えはイエスであります。大

きなマーケットですから。しかし、東京に所属するような離島、こういった場合、これも極端

な例でありますけれども、非常にコミュニティーが小さいということで、そういったところに

も私ども時として配達はいたしますけれども、その際には非常にコストがかかるということで、

相当の赤字で配達をしています。 

 いずれにしましても、非常に限られた人口のために、例えば100万人に満たない人口のため

に、１億2,600万の総人口が負担を強いられるような形で競争を抑えるということは公平では
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ないと考えます。ですから、何らかのバランスをとるという問題であろうと思いますし、ある

場合によっては離島等に関しては、何らかの特別なアレンジメントを考えるということである

かもしれません。いずれにしましても、そういった離島といいますか、限られたコミュニティ

ーというのは人口が少ないわけですが、そういったところも考えてまで国全体として全く同じ

手続きを考えるということは、限られた方々のために国民全体が不公平な規則によって縛られ

てはいけないと考えます。 

○野村委員 その特別なアレンジメントこそが、ユニバーサルサービスなわけです。ですから、

世界的に条約によって、郵便については同じ料金でそういう方々にも配ることになっていて、

そしてそのかかるコスト分をすべての国民が負担するというものですから、まさにそういう地

域の方にもＥＭＳを等しく使わせる必要があるかどうかという政策判断が前提になっていると

いうふうに思うわけで、もし自由化をすれば利用できなくなるのであれば、ＣＡＰＥＣさんの

お考えとしてはそういう方々は利用する必要はないというお考えだという理解でよろしいです

か。 

○ギュンター・ツォーン会長 以前の話に戻ると思うんですけれども、ＥＭＳというのは他の

国々でどうなっているのか、他の主要国ではＥＭＳはまさに今の話の理由から、ユニバーサル

サービスに含まれておりません。こういったデリバリーというのは、例えば通常の小包と同様

に、保安、検疫、その他の手続きを経るべきだと考えております。大方の人々は、ユニバーサ

ルサービスである普通の小包を通して利便を享受しています。 

 例えば、私つい先日、ドイツから小包を受け取りましたけれども、４日間で届いております

し、またこれは良好なサービスで、また廉価なサービスとして我々享受できているわけです。

ＥＭＳであったら３日間であったかもしれませんけれども、この通常小包は４日間でドイツか

ら届いております。ということで、通常の小包でも良好なサービスを受けることはできるわけ

です。日本においてのみ、ＥＭＳはユニバーサルサービスに含まれていると言えると思います。

通常はこのＥＭＳサービスというのは、例えばトラッキングサービスなども伴うものであり、

これはコマーシャルサービスとして提供されており、その対象は法人顧客となっております。

一般顧客というのは、その廉価さを求めてサービスを提供すると思います。 

○田中委員長 今日の問題提起の中で、ＥＭＳのコスト構造についてのご指摘、ご要望があり

ました。これはいずれにしろ我々の委員会の中で議論した上で、どういう形で開示できるのか

は議論をいたします。それと、ご懸念の点、いろいろあるようですが、日本の消費者も、それ

から事業者も、日本全体がですが、エクスプレス事業者のこれまでのいろいろな貢献によって、
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我々の経済構成が改善されてきたことを認識しております。もちろん郵便事業が民間事業会社

になったので、日本国内においてユニバーサルサービスを実現する上でいろいろな経営資源を

彼らに使ってもらわなければいけませんが、しかしそのことによって、これまでのエクスプレ

ス事業者の方々が何か不公正な形で被害を受けるということは、日本政府の中においても誰も

望んでいる人はいない。日本政府は日本社会の持続的な成長を願っているわけで、それについ

てはエクスプレス事業者の方々のこれまでの貢献と同様、今後もその貢献をお願いするという

立場です。今は民営化してまさに見直しという形で、一つ一つの従来の慣習を新しい基準のも

とでつくり上げていくプロセスです。かつて国営の事業者だったから、そこを特別の扱いをす

るというコンスピラシーがあるなんていうことはあり得ませんので、今日のご指摘については

委員会でも検討をいたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

続きまして、在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）から、郵政民営化の進捗状況についてご意見

を伺います。本日は、在日米国商工会議所から、デービット・フーヴァー民営化タスクフォー

ス委員長、アンドリュー・コンラッド副委員長にお越しいただいております。 

 それでは、お願いいたします。 

○デービット・フーヴァー委員長 おはようございます。デービット・フーヴァーと申します。 

 在日米国商工会議所の民営化タスクフォースの委員長を務めております。同席しております

のが、同タスクフォースの副委員長でありますアンドリュー・コンラッドであります。私ども

ＡＣＣＪといたしましては、郵政民営化委員会が提起されました一連の質問に対して、私ども

のコメントを申し述べる機会をいただきましたことに感謝いたします。 

 本日、開陳いたします見解は、ＡＣＣＪによって正式に承認されたものであり、ＡＣＣＪ会

員全体を代表するコンセンサスであります。 

 さて、経済に対して郵政民営化が与えている影響であるとか、あるいはその他の懸念につい

て、この郵政民営化プロセスが始まってからの３年間の状況についてコメントするに当たりま

して、ＡＣＣＪとしてはプラス、マイナスの相まった評価をしているということを申し上げた

いと思います。より具体的には、ＡＣＣＪとしては金融サービス分野でとられた措置に関して

は、意を強くしているところでありますけれども、この運送サービスの分野では失望しており

ます。郵政民営化法第２条に求められている対等な競争条件を確保するとか、あるいはまた第

77条で注意が喚起されております点、当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害す

ることのないよう、特に配慮しなければならないと言われている点等であります。 
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 まず、私の方から郵便運送サービスに関する取扱いを巡る私どもの懸念の概略説明を簡単に

申し上げ、続いて金融サービス、これにつきましては既に先ほど申し上げましたように、ＡＣ

ＣＪとしてははるかに前向きな評価をしておりますけれども、この点についてコンラッドの方

からコメントを付け加えさせていただきます。 

 私どもの運送サービスに関する懸念というのは、基本的に４つの領域において発生しており

ます。まず第一に、総務省はジャパンポストの民間と競合する国際デリバリーサービス、エク

スプレス・メール・サービス、通常はＥＭＳと言われていますが、これは相変わらず基礎業務

であって、それゆえに郵政民営化法で求められている対等な競争条件を満たす義務を負わない

ものであるとしています。 

 その結果、ＥＭＳはＥＭＳと競合する事業者に課されているコストの高くつく通関手続から

解放されることになります。今までの民営化委員会に対する証言でも、ＡＣＣＪが指摘してま

いりましたように、このような区別に対する論理的な根拠はほとんどありません。 

 ＥＭＳサービスを律する国際条約、つまり万国郵便連合の条約では、ＥＭＳをユニバーサル

サービスとして扱う、あるいは規制する要件はありません。加えて、総務省によるこの日本郵

政のＥＭＳ国際サービスの扱いというのは、このゆうパック、国内サービスの扱いと矛盾する

ものです。つまり、ＥＭＳはユニバーサルポスタルサービスと判断されているが、ゆうパック

はそうではないという判断です。その結果、ゆうパックは日本国内のエクスプレスキャリアと

対等な基盤で競争しているものでありますが、ＥＭＳはそういった状況は避けています。 

 郵政民営化法第２条は、公正かつ自由な競争を促進するということが基本原則の一つである

とうたっておりますが、しかしＥＭＳがジャパンポストとして民間企業と対等な立場で競争す

べしという要件から免除されている限り、どのようにこの原則が満たされるのか、理解しがた

いものがあります。 

 私どもの第２の懸念、これは日本郵政が最近の関税法の修正によって課されております最低

限の義務すら実施されていないという点での懸念であります。郵政民営化委員の皆様方ご承知

のことと思いますけれども、2009年３月までに20万円を超えるすべての国際郵便品目は、現在

既に民間キャリアがすべての貨物について負っております、関税申告システムを通して通関せ

ねばならないことになります。加えて、この修正法のもとで、すべての国際郵便貨物は民間キ

ャリアが既に義務付けられているように、保税運送、保税倉庫を通して動かさねばならないと

いうことになります。 

 しかし、最近財務省の通関ウェブサイトに政令案が掲示されておりまして、それによると今



－  － 31

申し上げたような最低限の義務ですら、日本郵政は免除されるかのように解釈されます。ＡＣ

ＣＪとしてはこのような政令も内閣の承認が必要と理解しておりますので、ＡＣＣＪとしては

郵政民営化委員会がこの政令案をレビューされ、そして申告システムからの日本郵政免除とい

う提案に対して、反対の勧告をされるようにお願いいたします。 

 ＡＣＣＪが抱いております３番目の懸念は、この郵政関連事業体がその株式公開を成功裏に

できるに足るところまで、このエクスプレスサービスに関する公平な競争条件を遅らせるべき

ではないかという考え方に関するものです。ＡＣＣＪとしてはこの株式公開（ＩＰＯ）を成功

させたいという願望は理解するものでありますけれども、郵政民営化法第２条に示されている

対等な競争条件を確保するということが、日本の消費者並びに納税者にとって最善であると強

く合意するものであります。加えてＡＣＣＪとしては合理的な投資家というのは、保護的な規

制の傘のもとに置かれている企業よりも、真に競争的な環境の中で成功する会社に惹き付けら

れるものであると考えております。 

 最後に、ＡＣＣＪとして抱いております懸念というのは、この新規郵便デリバリー事業者に

関するパブリックノーティスを提供するプロセスについてであります。これはそういった事項

に関する提案が内部相互補助ないしはその他の競争制限的な行為を含み、競合他社よりもＪＰ

Ｓを優位にするというようなことがあるのかどうか、一般が評価するに足る十分な時間を提供

していないのではないかという懸念です。例えばＡＣＣＪとしては、最近総務省がインターネ

ットベースのｅショッピングモールについて、これは既に承継計画の中で承認されている活動

と考えるので、これに関する公告をする必要はないと主張している点について懸念しておりま

す。このような計画の詳細の大半は、一般に明らかにされておりませんので、ＡＣＣＪとして

は郵政民営化委員会を迂回したり、あるいはまた完全にパブリックレビューのプロセスを迂回

するような計画を総務省が持っているＪＰＳの新たな事業計画については、総務省が公告を出

すことをお願いしたいと思います。 

 また、ＡＣＣＪとしてはＥＭＳのような民間と競合するサービスの財務報告は競争しないユ

ニバーサルサービスとは分離することをお願いいたします。このような完全な、そして詳細な

記録は、いまだに公開されておりません。 

 続いて、コンラッドの方から、金融サービスに関するコメントをさせていただきます。 

○アンドリュー・コンラッド副委員長 ゆうちょ銀行、かんぽ生命の業務が、国際市場に影響

を与えているかという民営化委員会のご質問に、ＡＣＣＪが回答する機会をいただき、感謝し

ております。私どもＡＣＣＪは、日本政府と日本郵政株式会社が日本郵政の金融事業の民営化
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をこれまで対等な競争条件に沿って進めるべく努力されてきたことを歓迎いたします。 

 例えば、日本郵政は金融庁規制下にある国内外金融機関と郵便局など郵政各社へのアクセス

を拡大する努力をされています。これは対等な競争条件を確保するに当たって、初期段階にお

ける重要なステップであると思います。自社グループ商品だけではなく、民間商品の自社チャ

ネルへのアクセスが拡大するという日本郵政の決定は評価されるべきことです。また金融庁が

ゆうちょ銀行及びかんぽ生命に対して免許を受けた他の民間金融機関と同様の監督を行うとい

う金融庁長官の発言を含め、主要な政府関係者の力強い発言を歓迎しております。また、スタ

ッフの増強や新しい部門の創設等、世界最大規模の銀行、保険会社を監督、規制する機能の強

化に向けた金融庁の取組みを支持します。金融庁は、既にゆうちょ銀行、かんぽ生命に対して

コンプライアンスやリスク管理態勢といった内部統制全般の検査を実施しました。 

 ゆうちょ銀行とかんぽ生命の規模の大きさを考えますと、ＡＣＣＪは日本の金融資本市場の

効率性、競争力だけではなく、健全性を維持するためにもゆうちょ銀行、かんぽ生命の民営化

が金融規制や国営機関の民営化に関するグローバルベストプラクティスを厳密に遵守する形で

実施されることが重要であると考えます。したがって、日本政府はこれらの事業体が他の市場

参加者との競争を拡大することが許可される前に、市場規律や市場原則、つまり同等の競争条

件といったことだけではなく、公正性、透明性を確保するために引き続き慎重に取り組まなけ

ればならないと思います。 

 日本政府及び郵政民営化委員会は、ゆうちょ銀行の預金における1,000万円上限規制の撤廃

を許可される前に、対等な競争条件はもちろん、民間銀行と同等の業務の健全性を確保しなけ

ればなりません。そして認可前には利害関係者からの意見聴取など、十分に透明なプロセスを

踏むことが必要と思います。また、ゆうちょ銀行自身によるクレジットカード、住宅ローンへ

の業務拡大の場合も、同様の観点、プロセスで日本政府及び郵政民営化委員会が検証すること

を要望いたします。 

 最後に、本日はこのような重要な問題について、ＡＣＣＪの意見を述べる機会をいただき、

ありがとうございました。今後も意見交換を続けていけることを期待しております。 

○田中委員長 それでは質疑としたいと思います。いかがでしょうか。 

○飯泉委員 まず、フーヴァー委員長には前回に続きおいでいただきましてありがとうござい

ました。 

 そこでまずプラス、マイナス評価相半ばというお話があったわけでありますが、特にその中

でのマイナスと言われている運送サービスのＥＭＳの関係について、一点お聞きをしたいと思
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います。確かに世界全体でのユニバーサルサービスの取扱いが違うんだというお話があったわ

けでありますが、先ほどからある郵政民営化の大きな目標、フーヴァー委員長の方からは対等

あるいは公正な競争、この確保なんだというのがあるわけでありますが、やはり一番大きいも

のとして同時に国民の利便性の向上というものがあります。その中で、やはり国民にとって当

然このユニバーサルサービス、ＥＭＳがあるということによって、当然東京、大阪という大都

市以外の、例えば中山間地域あるいは離島といったところ、こうした皆さんが同等のサービス

を受けられているんだと。最近では情報通信技術も非常に広がって、そういうところに住み、

そして例えばインターネットを活用するようなビジネスがどんどん進みつつあると。だからこ

ういった地域においてもしっかりとユニバーサルサービスという形で提供することによって、

この皆さん、あるいはこの地域の経済の活性化が行われるということになります。 

 そこで皆さんにとってみると、ではそういった地域は切り離しても構わないのかというふう

にお考えになっているのかどうかというのが一点。 

 それからコンラッド副委員長の方から、今度は金融サービスの観点についてありました。こ

の中で限度額の撤廃の話、これが出てきたわけでありますが、やはりここも国民の利便性とい

った点をお考えをいただいた場合に、例えば流動性、こうしたものについて例えば１円でも超

えてしまうことによって、非常に利便性が悪くなる。こうした点についてはやはり配慮をすべ

きではないだろうか。多くの意見があるわけでありますが、こうした点について何か特にご意

見があればお聞きしたいと思います。 

○デービット・フーヴァー委員長 私の方からまずお答えしますと、私どもとしては、こうい

った遠隔地に住まわれている方々がこういったサービスを受けないでいいとは思っておりませ

ん。そうではなくて、そういったサービスを提供する企業というのは、民間企業もあれば郵便

事業関連会社もあるわけですが、そのサービスを提供している企業の間で、公平な競争条件が

あるか否かということが重要だと思います。 

 実際、ＡＣＣＪとして現在、民間企業が提供している事業分野で、日本郵政が競争すること

を禁止するべきだというような立場をとったことは一度もございません。ユニバーサルサービ

ス、あるいは基礎サービスと、それから付加価値サービスの間に、こういった郵便関連サービ

スでは線が引かれております。そして、従来、郵便事業として通常の書簡、あるいはまたエア

メールといったものに関するサービスが提供され、付加価値サービスというのは追加料金を求

めて提供されるサービスとして、民間分野で既に十分な供給力が備わっている事業分野です。

現在、日本の場合、この基礎的な郵便サービスについては、都市の居住者であろうが、農村の
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居住者であろうが、全国一律に同額の基礎料金を払う形になっております。そういった意味で

は、都市居住者が農村居住者のために支払い負担をしていると言えます。 

 付加価値サービスに関しては、民間市場が存在するわけですから、ＥＭＳであれ、またその

他の競合する民間事業であれ、対等な土俵ですべてが競争できるようにするべきであるという

のがＡＣＣＪの立場です。 

○アンドリュー・コンラッド副委員長 この金融サービスの点ですけれども、利便性を考える

際に重要な点は健全性だと考えております。つまり消費者が必要とする時に金融機関がそこに

いて対応できるということが必要だと思います。そういった観点から、郵政関連金融機関がそ

の事業分野を拡大するに当たって、金融庁が民間に求めると同様の高い水準での一連の態勢を

整えることが必要であると考える次第です。つまり、内部統制としてコンプライアンス、リス

ク管理、あるいはまたＩＴ、財務関連の態勢として堅固なものを整えることが大事だと思いま

す。また、今日特に民営化されたということで、十分にこのような態勢を整えていくことが大

事であり、またこれについてこういった専門的な知識といいますか、エクスパティーズを組み

立てていくことは大事であり、またこのような態勢の構築によって慎重に対応していくことが

求められると考えます。 

○田中委員長 今日はどうもありがとうございました。一点だけ申し上げておきます。 

 それは今回の見直しの中で、株式公開をするということについても、我々は見直しを行いま

す。日本郵政株式会社は、金融二社のみならず日本郵政としても株式公開をしたいというふう

に言っていますので、したがってその時にどういう形でディスクロージャーができるのかとい

うのは非常に重要なテーマです。適切なディスクロージャーとは、すなわち売上の質がどの程

度確かなものかということを投資家に開示しなければなりません。 

 今日のご指摘のように、競争他社との競い合いの中で、どういう条件のもとで現在の売上が

立っているのか、それはどの程度持続的なのかということが極めて重要であります。公正な競

争ではないという主張が業界の一部にもしあるとすれば、そのことについてどういう形で今後

中長期的に見て、例えば郵便事業会社が売上を立てているのかということを開示することは投

資家にとって極めて重要であり、日本の資本市場の発展にとって不可欠なことです。もし、そ

れに瑕疵があるということになると、日本の資本市場の健全な発達を損なう可能性があるとい

うことを意味しますから、郵政民営化委員会としてはそれはもう当然、そのＩＰＯに入る日本

郵政、各事業分野についてディスクロージャー、特に今売上の質がいかなるものなのかという

視点から、検討を加えることは当たり前であります。したがいまして、今日問題提起された幾
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つかのポイントは、私どもの委員会としてはそうした適正な開示が投資家に対してなされるた

めの準備状況がどうなっているのかという視点から検討を加えることになるだろうと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 続きまして、欧州ビジネス協会（ＥＢＣ）からご意見を伺います。本日はヤコブ・エドバー

グ ポリシー・ディレクター、それから三浦保険委員会委員、天沼物流運送委員会委員にお越

しいただいております。 

それではよろしくお願いします。 

○ヤコブ・エドバーグ ポリシー・ディレクター 私ども、今、紹介にあずかりました欧州ビ

ジネス協会のエドバーグと申します。今日はまたＥＢＣにこの発言の機会をいただきましたこ

とを感謝しております。どうもありがとうございました。 

 私ども、日本郵政の民営化のその発展とその結果を高く評価していて、できるだけ日本郵政

の民営化によって公正な競争が一層進展して、国民の利便性向上が実現できることを期待して

います。それは基本的なスタンスでございます。多分、民営化委員会と同じような立場ではご

ざいますけれども、一つ私どもとして、幾つかその公正な競争環境から関心を持っていまして、

その郵政民営化委員会の３年ごとの見直しの進め方とその評価、大きな関心を寄せています。 

 ＥＢＣは、現在、日本郵政が取り組んでいる「暗黙の政府保証」に対する消費者の誤解の解

消を目指した一連の施策を歓迎するとともに、その結果を高く評価しています。今後もその施

策はさらに推進されるべきであり、モニターされなければなりません。日本郵政が実施した顧

客満足度調査によれば、７割ぐらいの消費者はゆうちょ銀行の新規貯金と、かんぽ生命の新規

保険契約について、既に政府の保証が無いということを認識しております。ただし日本郵政が

公表した数字からも見えるように、依然としてその消費者の中でもまだ誤解をしているケース

は今でも存在しているというように考えています。 

 かんぽ生命においては、コンプライアンス態勢及びそのリスク管理態勢を構築し、かんぽ生

命の経営の改善を目指す一連の取組みを歓迎します。しかしながら、かんぽ生命は民間保険会

社と同じ水準の経営の健全性を確保することが必要であると、引き続き考えております。また、

かんぽ生命が要求する新規業務については、民間の競合他社に与える甚大な影響を慎重に分析

した後についてのみ、認可されるべきであるというように考えています。 

 新規業務の運営における柔軟性に対して、かんぽ生命からの要請に対応する場合には、民間

の保険会社との公正な競争条件の確保をガイダンスとするべきであるというように考えていま

す。また、かんぽ生命と日本生命の業務提携については、既存または新規の他の保険会社との
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販売提携の領域に影響を与えるものであってはなりません。特に、郵便局、ゆうちょ銀行とい

った販売チャネルの開放に制約を与えることにはならないというように考えております。 

 続きましては、日本郵便のＥＭＳについてお話ししたいと思います。民にできることは民へ

という郵政民営化の基本的な方針に沿って、日本国内の小包配達サービスであるゆうパックは

ユニバーサルサービスの範疇から外されていました。これはゆうパックと同等のサービスが複

数の民間事業会社によって提携されており、競合サービスであることが理由でした。その一方

で、ゆうパックの国際版ともいえるＥＭＳは、同じように複数の民間事業者によって提携され

ているサービスであるにもかかわらず、万国郵便条約に規定されているという理由で、いまだ

にユニバーサルサービスとされています。万国郵便条約では、ＥＭＳは提供義務のあるサービ

スではなく、ヨーロッパの多くの国がＥＭＳの提供をしておりませんし、アメリカであっても、

ＥＭＳは競合サービスとされています。 

 サービスを利用する側から見ると、安価なサービスが存在することはよいこととも言えます

が、ＥＭＳの場合は民間のエクスプレス事業者に比べて通関などの規制の面で、コスト的に有

利であるとともに、その分、税関の職員の作業が多くなることにより、隠れたコストが発生し、

ＥＭＳ利用者以外の国民も間接的にこのコストを負担していることになります。 

 さらに、日本郵便のウェブページによれば、例えば５キロの小包をロンドンに送る際、ＥＭ

Ｓでは２日間で到着し9,400円、一般の航空小包では７日ほどかかっていて１万150円という場

合に、より多くのコストがかかるはずのＥＭＳの方が航空便より安くなっています。同じ日本

郵便の中でも、こうした競争条件の歪みが見られる状況では、ＥＭＳの現状は民間の事業者を

圧迫しているだけではなく、日本郵便の健全な経営という視点からも、望ましくないことだと

言えるのではないでしょうか。 

 最後に、今年７月に発足したＪＰサンキュウグローバルロジスティクスについても、ユニバ

ーサルサービスの競合、サービスの間のコストのやりとりの透明性に関する郵政民営化委員会

のご見解が、日本郵政によって遵守されることを希望しています。 

 私ども、以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。 

○田中委員長 補足的な何かございますか。 

○天沼物流運送委員会委員 ございません。 

○田中委員長 それでは質疑といたします。 

○飯泉委員 では一点だけ。まずは、エドバーグさんはじめ皆さん、ようこそおいでいただき

ましてありがとうございます。 
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 今、お話があった、特にロジスティックトランスポートの観点なんですが、今公正な競争の

環境、この確保というのは確かに大きな目標、目的の一つです。ただ、郵政民営化の大きな最

大の目標の一つというのは、国民の利便性の向上なんだと。今、ユニバーサルサービスの話が

あったわけでありますが、欧州に比べて日本の場合には、欧州にも多くの山間地域というのは

あるとは思うんですけれども、さらに日本の場合には多くの島しょ部、離島がたくさんある。

こうした地域の皆さんの場合、どうしても海外に持っていく場合には輸送コストがかかる。し

かし、それを今までユニバーサルサービスという形でずっと同じ料金で、東京であろうと、大

阪であろうとやってきた。また最近ではインターネットがどんどん発達をしてきていますので、

こうした山間部、または島しょ部においてそうしたビジネス、海外とのいろいろな取引をやっ

ていくという、そうしたビジネスチャンスが多く生まれているといった中で、やはり国民の利

便性を考えていくと、そうした点についていきなり全部先ほど言われるような競争状態にもっ

ていくといった点について、多くのところではおそらくコスト差をつけてくる、あるいは切り

捨てていくといったことも出てくるんではないか。そうなりますと、国民の利便性の向上とい

った観点との間で、齟齬が出てくるといった点があるわけで、私としてはそうした点を少し危

惧するんですが、いかがでしょうか。 

○ヤコブ・エドバーグ ポリシー・ディレクター どうもありがとうございました。基本的に

はユニバーサルサービスは、ユニバーサルサービスが必要なところに必要であると。今、この

議論をどこまで具体的にすぐ外すとどんな影響があるかということは、実際にどれぐらい使わ

れているかもわからないうちには、なかなか議論しにくいと思うんですけれども、一般論から

しか言えないというふうに考えておるんですけれども、我々も利便性の向上というのは一番の

大きな目的でございまして、ちょっと経済学論的になってしまうかもしれないんですが、やは

り必要最低限のサービスに対してはそれで政府として保証して、ユニバーサルサービスとして

行っていくということがあるんですけれども、その上には競争できるものは同じ条件で競争し

ていくということです。これは、プロセスについてどういう順番かということは、異論がある

のかもしれないんですが、あくまでも競争環境、その公正な環境をなくしてまでも利便性向上、

その一時的なことは必要ではないかというふうに考えております。 

 要するにＥＭＳの場合は、その他のところで一つの競合事業であるので、そういうユニバー

サルサービスをする必要はないというふうに考えています。 

○野村委員 同じことなんですけれども、ゆうパックの場合は、今宅配便業者さんというのは

日本の中で日本中津々浦々ほとんど同じ値段で同じサービスを提供しているわけですね。そう
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いう実態があるので、ユニバーサルサービスを外してしまっても利便性が急激に下がるという

ことはないだろうという判断があって、それでゆうパックについてはむしろ競争の方でやって

いただきましょうということになっているんですが、どうもこのＥＭＳの場合についてみます

と、飯泉委員の方からあったような、離島とかそういう高いコスト、輸送コストがかかる地域

にもし競争をそのまま当てはめてしまうと、相当コスト高になってしまうか、あるいは撤退し

てしまうということが予想されるわけなんです。そういうような状況が国民の利便性にとって、

ちょっとダメージが大き過ぎるんではないかという判断もあるかと思うんですけれども、その

あたりのところは皆様方の方としては仕方がないというふうにお考えになっておられるんでし

ょうか。 

○ヤコブ・エドバーグ ポリシー・ディレクター それはまずは、天沼さんにお願いしたいん

ですが、まずは一つだけは実態がまずどれぐらい必要で、そしてやはり議論をして、政治的に

どこまでがユニバーサルサービスでなくてはいけないという、そこから議論をしないと、今で

きているものに対しては食われていくのはどうなのかということ、もちろん委員会の先生方と

してはご関心を持っていらっしゃると思うんですけれども、そうではなくて、どういったサー

ビスが守るべきであるかということ、それ以外は競争するということにはなっていくと思うん

です。切り捨ててもしようがないということは言っていません。 

○野村委員 基本的な考え方は一致していて、まさに実態がどうなのかということに尽きるん

だと思いますので、それだけかと思います。 

○天沼物流運送委員会委員 ちょっと補足で、基本的にはそのとおりなんですけれども、私ど

もこういう議論をする時に、観念的にはもちろん議論できるんですけれども、実際に、ではそ

の島しょ部でどれくらいＥＭＳが使われているとか、そういうデータは一切私どもは持ってい

ませんので、どれくらいのインパクトが国民生活の上であるものかということも、正直申しま

して判断つきません。ある程度、そういう実態を把握した上での議論でしたら非常に意味があ

るし、必要だと思います。ですからそういう意味では、そうしたデータを日本郵政の方から提

供していただければ一番いいのではないかと。 

 今、エドバーグの方から申しましたとおり、国際的に見てどのレベルのサービスがユニバー

サルサービスとして認識されているのかという比較も必要だと思うんですね。今、現状でその

ＥＭＳがあるから、これは絶対キープすることは至上命令だというものではないと思います。

他に物を輸送する手段が無いわけではないのですから、通常の郵便小包やメールもＳＡＬもサ

ーフェイスオーシャンもありますし、その上にＥＭＳというより早いサービスがあるわけです
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から、そこまでユニバーサルサービスとして守るべきなのかという議論は、一つは国際比較も

必要ではないかと思います。 

○田中委員長 今日は大変お待たせしてしまいましてすみませんでした。どうもありがとうご

ざいました。 

 それでは、議題２の郵政民営化に関する意見募集について、事務局の方から説明をお願いし

ます。 

○佐藤事務局参事官 ご説明いたします。今のプレゼン資料の後に資料２がございます。この

見直し審議が始まりました最初の方でご意見いただきましたけれども、広くやはり国民の方か

らも意見を募集する機会を設けようということで、ホームページ上にそういうページを設けま

して、郵政民営化に対する評価、今後の期待等について１カ月の間、いわゆる行政手続法のパ

ブリックコメントと同じような手続きで、意見募集をすることといたしたいと思います。 

○田中委員長 これは特に野村委員が強くご主張された、委員会のベースを広げるという意味

でも非常に重要なことだと思いますが。 

○野村委員 これは、ホームページにもう掲載されていて、それを見た方がこういうのがある

ということに気が付くということで、特に広報活動などはされないわけですか。 

○佐藤事務局参事官 そうですね。この委員会の後で、ブリーフィング等がありますので、そ

の場でも記者の方に申し上げて。受ける方はネットだけではなくて郵便とかで受けられるよう

にいたします。 

○野村委員 わかりました。 

○田中委員長 それでは、よろしいでしょうか。 

 それでは、大変今日は長時間になってしまいましたけれども、第48回会合をこれにて閉会い

たします。 

 なお、次回会合の日程につきましては、別途事務局からご案内いたします。 

 本日の委員会の模様につきましては、この後、事務局からブリーフィングをいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 


